














ー 8ー

　「苦情解決委員会の委員ですか。本当に私
なんかで良いのでしょうか？」
　今回の依頼の電話を受けた際の私の第一声
です。正直な感想でした。お話を聞きながら、
もっとふさわしい方がいるとは思ったのです
が、迷った末、私でも少しはお役に立つこと
があるかも知れないということでお引き受け
しました。
　日頃からつどいの家の方々の熱心な仕事ぶ
りを拝見するにつけ、苦情など滅多にないだ
ろうとは思うのですが、人の受け取り方は本
当に様々で、価値観が多様化し、情報の伝達
スピードがより速く、より広範囲になるにつ
け、思わぬ行き違い、こちらの意図と全く違
う受け取り方をされてしまう場面がよく見ら
れます。冒頭の第一声でもお判りでしょうが、

私も至らない点が多々ある人間で、一言多
かったり、一言足りなかったりで、立ち往生
してしまうことが多々あります。更に困った
ことに、どんな人間でも、自分宛の苦情は自
分では解決出来ない。自分が苦情の当事者に
なると、その問題の解決能力を無くしてしま
い、第三者の力を借りるしかないということ
です。
　つどいの家に寄せられる苦情も、つどいの
家の方々がどんなに真摯に仕事に向き合って
おられても、一旦苦情の当事者にされてしま
うと、自分たちではなかなか解決出来ないこ
とも出てくると思います。至らない私ですが、
そんな時に第三者として少しでもお役に立つ
ことがあればと思い至った次第です。未熟者
ですが、どうかよろしくお願いいたします。

飯倉みき子様
　【午後は年賀状づくりを行う。凧の絵と
共に『あけましておめでとうございます』
と書いていた。お世話になった先生などに
年賀状を出したいのだと張り切っていた。】
　これは飯倉みき子さんが初めてつどいの
家・コペルに通所された平成 17 年 11 月
10 日の記録です。人とのつながりを大切
にされていた飯倉さんの心情を感じること
ができます。
　飯倉さんはパン工房での作業やダンスの
ほか、温泉や外食などの活動を楽しまれて
いました。そして、いつも周囲を気遣い、
朝は元気に「おはよう！」と声を掛け、元
気のない仲間には「どうしたの？頑張ろう
よ！」と励ましの声を掛けてくれていました。
　その後、病が見つかり、皆に惜しまれつ
つ平成 28 年 3 月 31 日に旅立たれました。
　この度、飯倉さんのご親戚である大枝京
子様から、「故人の遺志に添って」という
お言葉と共に、飯倉さんの遺産の寄附をお
申し出いただきました。そして、昨年 12
月 23 日、生前から飯倉さんの生活に関わ
られていた青木正芳弁護士（仙台中央法律
事務所）にご来訪いただき、飯倉さんの思
い出を語りながらご寄附を賜りました。改
めて深く感謝を申し上げます。

株式会社サンゲツ東北支社様
　つどいの家・コペルは昨年大規模改修工
事を行ないました。その際、仙台市社会福

祉協議会若林区事務所様を介し、「株式会
社サンゲツ東北支社」様からカーテン及び
ドレーク、カーペットの寄贈のお申し出を
いただきました。東日本大震災の影響もあ
り建物等の修繕を優先してきた為、カーテ
ンやカーペットは開設時の物を使い続けて
いました。カーテンやカーペットは日常生
活に彩りを加え、色彩は人の気持ちにも作
用します。温かいお申し出に御礼を申し上
げます。
　昨年 12 月 3 日　株式会社サンゲツ東北
支社様、仙台市社会福祉協議会若林区事務
所様をお招きし、仙台で活躍する福原佳三
氏のピアノリサイタルを開催しました。利
用者の方々、職員ともにクラシックの名曲
から童謡まで幅広い演奏を楽しみ、株式会
社サンゲツ東北支社様へ感謝状をお渡しし
ました。
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